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●特設人権相談所　10：00～17：00　＊詳細 ５月号 P20
　布津町…布津公民館
　西有家町…西有家総合学習センター
　南有馬町…原城オアシスセンター
　加津佐町…加津佐総合福祉センター
●行政相談　布津公民館 13：00～16：00
　西有家老人福祉センター 10：00～12：00
　原城オアシスセンター 13：00～16：00

●特設人権相談所　10：00～17：00 ＊詳細 ５月号 P20
　深江町…深江公民館、有家町…ありえコレジヨホール
　北有馬町…北有馬老人福祉センター
　口之津町…口之津公民館

６月４日㈮～10日㈭
歯の衛生週間

６月 ７月

●市民清掃・空きかん回収キャンペーン
　8：00～12：00　（雨天時：13日㈰）  ＊詳細P13
●お口の健康まつり　10：00～12：00
　島原市保健センター  ＊詳細P27
●宝くじふるさとワクワク劇場 in 南島原
　開場 13：30～ 開演 14：00～　ありえコレジヨホール

●行政相談　ありえコレジヨホール 17：30～19：00

●司法書士相談会 ＊要予約 ＊詳細P22
　西有家総合学習センター 13：00～17：00

●もっと南島原ツアー2010 ＊詳細P17
　第２弾 南島原歴史探訪「キリシタン史の光と影」

●行政相談　ありえコレジヨホール 17：30～19：00
●交通事故巡回相談　島原市役所 10：00～16：00
●南島原市中体連（陸上競技大会）

６月13日㈰～14日㈪
（陸上競技大会：６月24日㈭ ）

南島原市中体連（球技・武道大会）

●行政相談　深江ふれあいの家 13：00～16：00
　西有家老人福祉センター 10：00～12：00
　北有馬ピロティー文化センター日野江 13：00～16：00
　加津佐公民館 13：00～16：00
●年金相談 ＊要予約　口之津庁舎 10：00～15：00
●交通事故相談会　市民相談センター（西有家庁舎）
　10：00～16：00 ＊詳細P22

●年金相談 ＊要予約　有家庁舎 10：00～15：00

●行政相談　布津公民館 13：00～16：00
　西有家老人福祉センター 10：00～12：00
　原城オアシスセンター 13：00～16：00
●そうめんの日

6月は、市県民税（第１期）の
納期月です
※納期限は、６月30日㈬となっています。　

６月１日㈫～７日㈪
第52回  水  道  週  間

「水道に　寄せる信頼　飲む安心」

６月23日㈬～29日㈫
男女共同参画週間

「話そう、働こう、育てよう。いっしょに。」

●「特設人権相談所」「司法書士相談会」「交通事故相談会」の予約は、
　市民相談センター（人権・男女共同参画室内） ☎0957（82）3010 
　に電話で申し込んでください。
●「行政相談」は、総務部 秘書広報課 ☎050（3381）5001に
　お問い合わせください。
●「年金相談」の予約は、保険年金課 ☎050（3381）5039に
　電話で申し込んでください。

問  企画振興課 ☎050（3381）5030

現金寄附2,898万9,347円 寄贈品（５件） 3,450万円相当現在累計
（平成22年４月末日現在）

食中毒は｢菌がつく｣｢菌が増える｣｢殺菌不足｣から発生します。
家族みんなで衛生管理に心がけましょう。　　

食中毒に注意しましょう！

つけない

食品、手、調理器具は
しっかりきれいに洗う！

増やさない

常温で放置せず、冷蔵庫
で保存！

殺菌する

食品内部までしっかり加
熱。調理器具はこまめに洗
い、定期的に消毒！　

食中毒予防の三原則
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